
船舶事故調査報告書 

令和２年９月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 令和元年１０月１０日 ０５時２５分ごろ 

発生場所 関門港若松区響
ひびき

灘
なだ

水路 響灘大橋の橋脚 

響新港東１号防波堤西灯台から真方位１３６°１.８海里付近 

（概位 北緯３３°５５.９′ 東経１３０°４８.０′） 

事故の概要  プレジャーボート幸
こう

雅
が

丸は、西進中、響灘大橋橋脚に衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１０月２３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 幸雅丸、３.４トン 

 ２９１－３５８０７福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 ２人（船長及び同乗者） 

 損傷 本船 船首部外板に破口 

橋脚 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０６時１７分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で響灘水路を航行中、船長が、レーダーで

前方約４５０ｍに同航船がいることを確認した後、約１８ノット

（kn）の対地速力で手動操舵により西進した。 

本船は、船長が、操舵室内の操縦席に腰を掛けて操船し、少しずつ

同航船に近づいていたので、同航船との距離や船尾灯に意識を向け、

そろそろ響灘大橋の橋脚（以下「本件橋脚」という。）付近だと思っ

ていたところ、目の前に本件橋脚が見え、どうすることもできず本件

橋脚に衝突した。 

分析  本船は、響灘水路を約１８kn の対地速力で西進中、船長が、同航船

との距離や船尾灯に意識を向けて航行を続けたことから、前路の本件

橋脚に向かっていることに気付かず、本件橋脚に衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が響灘水路を約１８kn の対地速力で西進中、船長

が、同航船との距離や船尾灯に意識を向けて航行を続けたため、本件

橋脚に向かっていることに気付かず、本件橋脚に衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

・慣れた海域でも障害物のある海域を航行する場合、ＧＰＳプロッ

ター等による水路調査及び船位の確認を適切に行うこと。 

・障害物のある狭い海域を航行する場合は、障害物及び他船と接近

することなく航行できるように安全な速力で航行すること。 


